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人口と世帯数
人　口　１５０,４９６人(＋１４)
男　性　　７１,７７８人(０)
女　性　　７８,７１８人(＋１４)
世帯数　　６０,１０６世帯(＋５２)
平成18年２月１日現在の住民基本台帳登録者数
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事務事業評価の結果を
お知らせします

事務事業評価制度の目的
①成果重視の行政運営システムへの変革

②限られた財源の有効活用

③市民への説明責任の質的向上

④職員の意識改革

　米子市では、行政改革の取り組みの一環として、

平成15年度から「事務事業評価制度」を導入して

います。

　この制度は、行政の活動を大きく「政策」、「施策」、

「事務事業」の 3つの階層に分類し、そのうちの「事

務事業」を対象に毎年度評価します。

　これは「PLAN（計画）－DO（実施）－CHECK（評

価）－ACTION( 改善 )」という行政マネジメント

システムの中の「CHECK（評価）」にあたります。

この事務事業評価により、行政マネジメントシス

テムをより機能させるとともに、事務事業を具体

的に改善することが目的です。

　平成17年度は、18年度に行なう予定の事務事業のうち、972本の事前評価を実施しました。

　評価は、各担当課による「１次評価」と、それを踏まえて市長・助役や各部長による「２次評価」の２段階で行ないました。

そのうち、平成17年度以前からの「継続事務事業」は923本ありましたが、今後の方向性について、531本は「現状維持」

が適当であり、392本については「見直し」が必要であると判断しました。

　また、平成18年度から実施予定の「新規事務事業」は49本あり、そのうち42本は平成18年度に「実施」が適当であり、

７本については「再検討」が必要であると判断しました。

今後、この事務事業評価での結果を、予算への反映、事務事業の見直しにつなげていきます。

継続事務事業（923本）

現状維持
見直し

充実・拡大 効率化・改善 統合・縮小 廃止・休止

評価本数（本） ５３１ ５４ ２８９ ４２ １７

割　　合（％） ５６．９ ５．８ ３１．０ ４．５ １．８

※「見直し」の内訳の中で重複しているものもあります

新規事務事業（49本）

実施 条件付実施 再検討

評価本数（本） ２５ １７ ７

割　　合（％） ５１．０ ３４．７ １４．３

事務事業評価制度の内容や評価結果の詳細

は、「米子市ホームページ」や企画課の窓

口でご覧になることができます。

■問い合わせ　企画課（２３－５３５１）

平成 17 年度の評価結果

ＰＬＡＮ（計画）

ＣＨＥＣＫ（評価）

ＤＯ（実施）ＡＣＴＩＯＮ（改善）

行政マネジメントサイクル

「事務事業評価」

▼

▼

政策

施策

事務事業

まちづくりの
基本的な方針

実現に向けた
さまざまな目標

実現に向けた
実際の仕事

総合計画
（基本構想）

総合計画
（基本計画）

予算事務事業

政策評価

施策評価

事務事業評価

行政活動の
３つの階層

総合計画
との関係

行政評価の
種 類

… …

…

…

…

…

が米子市事務事業評価の評価対象



■特別職の給与　　　　　　　　　（平成18年１月１日現在)
区 分 給料・報酬月額 期末手当

市   長 972 ,000 円

 ６月　1 . 6 0 月分

12月　1 . 7 0 月分

    計　3 . 3 0 月分

（平成17年度支給割合）

助   役 810 ,000 円

収入役 693 ,000 円

教育長 693 ,000 円

議   長 584 ,000 円

副議長 513 ,000 円

議員（旧米子市） 475 ,000 円

議員（旧淀江町） 215 ,000 円

※市長、議員などの特別職の給料・報酬は、市内各界の代表者で
　構成する「特別職報酬等審議会」の意見を聞き、市議会の審議
　を経て条例で定められます。
※市長、助役、収入役及び教育長の給料は「市長等の給与の特例
　に関する条例」の規定に基づき、10％減額した後の金額です。
　また、議長、副議長および議員（旧米子市）の報酬は「議会の
　議員の給与の特例に関する条例」の規定に基づき、およそ５％
　減額した後の金額です。

■人件費の状況（平成16年度普通会計決算）
歳出額（A） 人件費（B） 人件費率（B/A）

54,755,454 千円 7,382,886 千円 13 . 5  ％

※人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。

■職員の初任給の状況
　（一般行政職）　　　　（平成18年１月１日現在）
区 分 米子市 国
大学卒 155 , 3 9 4 円 18 3 , 8 0 0 円
高校卒 134 , 6 3 6 円 13 8 , 4 0 0 円

※初任給は、採用前に民間企業などに勤務した経験
　などがない場合の月額です。

■職員の平均給料月額と平均年齢
　（一般行政職）　　　　（平成17年４月１日現在）

平均給料月額 平均年齢
358 , 9 2 6 円 41 . 1 1 歳

※給料月額には、職員手当は含みません。
※平成17年７月から給料月額を平均で 3 . 1 9％
　減額しています。

■職員数の状況　　（平成17年 4月 1日現在）
区 分 職員定数 職員数

市長の事務部局 773 人 75 7 人
議会の事務部局 9 人 8 人
監査委員の事務部局 5 人 4 人
選挙管理委員会の事務部局 5 人 5 人
教育委員会の事務部局 140 人 13 2 人
公平委員会の事務部局 1 人 1 人
農業委員会の事務部局 7 人 7 人
水道局 117 人 11 4 人

計 1 , 0 5 7 人 1 , 0 2 8 人

市職員の給料・手当はこうなっています

■問い合わせ　職員課（２３－５３４１）

■主な職員手当の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年１月１日現在）
手当の区分 内 容

毎
月
支
給
さ
れ
る
も
の

扶 養 手 当

・ 配偶者･･･月額 1 3 , 0 0 0 円   
・ 配偶者以外の扶養親族のうち２人まで･･･１人につき月額 6 , 0 0 0 円 、３人目から１人につき
　月額 5 , 0 0 0 円    
・ 15歳から22歳までの子･･･１人につき月額 5 , 0 0 0 円を加算

住 居 手 当

・ 月額 12,000 円を超える家賃を支払って借家等に住む職員
　･･･家賃の額に応じ月額 最高 2 7 , 0 0 0 円まで 
・ 自分の所有する住居に住む世帯主（取得後５年まで）　　 ･･･月額 2 , 5 0 0 円 
・ 　　　　　　 〃　　　　　　　　（取得後５年経過以降）･･･月額 1 , 5 0 0 円

通 勤 手 当
・ 公共交通機関の利用者･･･運賃等の額に応じ月額 最高 5 5 , 0 0 0 円まで 
・ 自動車などの使用者･･･通勤距離に応じ、月額 2 , 2 0 0 円～ 40 , 0 0 0 円 

管 理 職 手 当 課長級以上の者及び保育園長に支給

そ

の

他

特 殊 勤 務 手 当
特別の考慮を必要とする特殊の勤務に従事したときに支給
（行旅病死人救護等業務手当、犬猫等死体処理業務手当など）

時間外勤務手当 正規の勤務時間を超えて勤務した場合に支給

期末・勤勉手当

区 分 ６月期 12月期 計
期末手当 1 . 4 0 ( 1 . 2 0 ) 月 1 . 6 0 ( 1 . 4 0 ) 月 3 . 0 0 ( 2 . 6 0 ) 月
勤勉手当 0 . 7 0 ( 0 . 9 0 ) 月 0 . 7 5 ( 0 . 9 5 ) 月 1 . 4 5 ( 1 . 8 5 ) 月
合 計 2 . 1 0 ( 2 . 1 0 ) 月 2 . 3 5 ( 2 . 3 5 ) 月 4 . 4 5 ( 4 . 4 5 ) 月

※（ ）内の数値は、次長級以上の職員の支給割合 （平成17年度支給割合）



届出をされる人の本人確認のできる証明書（運転免許証・保険証・住民基本台帳カード等）をご持参ください
※印鑑が必要な場合がありますので、ご持参ください。

種 類 届出の期間 届出に必要なもの

転入届
（市外からの住所異動）

　新しい住所にお住まいになって
から14 日以内に届出てください。
　転入届・転居届は必ず、実際に
お住まいになってから届出てくだ
さい。実際にお住まいではない人
の住所の異動届はできません。

●転出証明書（前住所地で交付されたもの）
●加入している保険証（手続き上必要な場合があります）
●国民年金手帳（お持ちの人のみ）

転居届
（市内での住所異動）

●国民健康保険証
●老人保健法医療受給者証（加入している保険証が必要です）
●特別医療費受給資格証（加入している保険証が必要です）

転出届
（市外への住所異動）

　転出予定日の14日前から受付し
ます。

●返却していただくもの（印鑑登録証、住民基本台帳カード、
国民健康保険証、老人保健法医療受給者証、特別医療費受
給資格証など米子市が発行したもの）

※住所の異動に伴い、介護保険被保険者証、身体障害者手帳等が必要な場合がありますのでご持参ください。

引越しをしたら住所の異動届をお願いします

◆就学で引越しをするときの注意点
　進学などで、アパート、下宿、寮などに引越す人も住所の異動手続きが必要です。正当な理由もなく届出が遅れると、

過料に処される場合もありますのでご注意ください。

　また、異動届を提出される際は、次のことにご注意ください。

○国民年金の学生納付特例があります。

　くわしくは、市民課年金係（２３－５１４２） にお問い合わせください。

○国民健康保険に加入している人は、遠隔地の保険証を申請できます。

　くわしくは、保険課国保係（２３－５１２１）にお尋ねください。

○就学などで親元から離れている人でも、希望により米子市の成人式に参加できます。

　くわしくは生涯学習課青少年係（２３－５４４１）にお尋ねください。

○自動車免許の教習は、住所地に関係なく帰省地の自動車学校で受けることができます

　が、運転免許証の交付は、住民票がある地域の運転免許試験場となります。

○夏期休暇などの一時的な帰省中の住所異動はできません。

■問い合わせ　
市民課窓口係（２３－５１４４）、 淀江支所市民生活課（５６－３１１５）

　保険料納付は、年金を受取るための大切なポイントです。

　20歳以上で厚生年金保険や共済組合に加入していない人は、国民年金への加入手続きを行い、保険料を納付する義

務があります。なお、所得等が少ないなどの理由で保険料の全額・半額免除、学生納付特例、若年者猶予の申請を希望

される人は、手続きを行ってください。

　納めた保険料は、年末調整や確定申告をすれば、全額が社会保険料控除の対象となります。

　保険料の未納期間や制度への未加入期間があると、万一の場合、障害年金や遺族年金などの請求ができないこともあ

ります。

　保険料を納め忘れた場合は、２年以内なら納められます。また、免除されていた期間についても、10年以内なら追

納することができます。

■問い合わせ　市民課年金係（２３－５１４２）

国民年金の保険料は忘れずに納めましょう

　３月下旬から４月上旬に
かけて、住所の異動届等で
窓口が大変混雑します。
　証明発行等に時間がかか
ることがございますのでご
了承ください。



種 類 問い合わせ

市県民税（普通徴収のみ）

収税課（２３－５１６１）固定資産税

軽自動車税

国民健康保険料 保険課（２３－５１２２）

介護保険料（普通徴収のみ） 長寿社会課（２３－５１３１）

市営住宅家賃 建築課（２３－５２６３）

下水道事業受益者負担金

業務課（３４－１３０１）農業集落排水施設使用料

下水道使用料

水道料金 水道局営業課（３２－６１１１）

◆市税の口座振替について
　平成 18 年度第１期から口座振替を希望されるときは、固定資産税と軽自動車税は４月 17 日（月）まで、市県民税は
５月 15 日（月）までに金融機関で手続きをしてください。くわしくは、収税課までお問い合わせください。 
■問い合わせ　収税課（２３－５１６１）     

◆水道料金と下水道使用料は再振替を行なっています
　水道料金及び水道局で取り扱っている下水道使用料は、平成 17 年４月から再振替を行なっています。再振替日は、
翌月の５日（５日が休日の場合は翌営業日）です。
　例えば、平成 18 年３月に検針した分は、４月 17 日（月）（15 日が土曜日のため翌営業日）に振替を行ないますが、
残高不足等の理由で振替ができなかった場合、翌月の５月８日（月）（５日が祭日のため翌営業日に振替となります）
に再振替を行ないます。

■問い合わせ　水道局営業課（３２－６１１１）、下水道部業務課（３４－１３０１）

利用できる金融機関は・・・・・
山陰合同銀行、鳥取銀行、米子信用金庫、

島根銀行、商工組合中央金庫米子支店、

中国労働金庫、中国銀行米子支店、

鳥取西部農業協同組合、鳥取県信用漁業

協同組合連合会本店（淀江代理店）、

郵便局

※なお、商工組合中央金庫米子支店では、
　水道料金、下水道使用料の振替は
　行なっていません。

国民健康保険証を配達記録郵便でお送りします

市税等の納付は便利で確実な口座振替をご利用ください

　平成 18年３月 31日で、現在お使いの国民健康保険被保険者証（保険証）の有効期限が切れるため、保険証を一斉に更

新します。新しい保険証は、３月中旬から郵送しますが、安全・確実にお届けするため、今までの普通郵便に変わり、

配達記録郵便で送付します。  新しい保険証が届いたら、記載内容を確認した後、現在お使いの古い保険証は、各世帯で破
棄してください。保険証には個人情報が記載してあります。破棄する際は、内容が読み取れないよう切断してください。

■配達記録郵便とは
　普通郵便のように郵便物を各家庭の郵便受けに入れるのではなく、郵便局の配達員が直

接手渡しする方法ですので、受領印が必要です。

■配達時に不在の場合は
　保険証配達時に不在の場合は、郵便局の配達員が不在連絡票をおいていきますので、ご

都合のいい日に再配達を希望されるか、または直接所管の郵便局でお受け取りください。

■郵便局での保管期間が過ぎた場合は
　郵便局への連絡が遅れるなど、郵便局での保管期間（３月 31 日まで）が過ぎた場合、

保険証は市役所に返送されます。保管期間経過後は、期限切れの古い保険証をご持参のうえ、

市役所保険課の窓口でお受け取りください。

■問い合わせ  保険課（２３－５１２１・５１２４）

情報クローズアップ



米子市公共下水道等使用料審議会の委員を募集します
米子市の平成19年度の下水道等の使用料を審議していただく委員を、次のとおり募集します。
公募人数・応募資格　５人以内・平成18年 4月 1日現在、満20歳以上で市内在住の人　
応募期限　　　　　　３月17日（金）必着　
会合開催　　　　　　２時間程度の会議を 6回開催予定
任 期　　　　　　４月１日～10月31日（予定）
応募方法　　　　　　委員に応募する理由・動機について４００字程度にまとめ、住所、氏名、年齢、電話番号を明記のうえ、
　　　　　　　　　　郵便、ファックス、Ｅメールで応募してください。
選考方法　　　　　　応募書類を基に、書類選考します。
■応募・問い合わせ　〒 683－ 0834　内町１７２－ 1　下水道部業務課
　　　　　　　　　　３４－１３６１　Fax ３４－７５１５　Ｅメール gyoumu@yonago-city. jp

米子空港滑走路延長工事が始まります
　現在、米子空港（美保飛行場）では ､平成 8年に完成した 2,000m滑走路を使って民間中型ジェット機などが就航して

います。しかし ､今後の東京路線を中心とした旅客需要の増加に対応するための就航機の大型化や、国際線大型化傾向にも

対応することが求められています。また、冬季には雪や氷の影響で ､滑走路長の不足による欠航などが発生しています。

　このような状況に対応するために滑走路の 2,500m化が

計画され、国による環境に与える影響を調査する環境影響

評価の手続きも完了し、2,500m への延長工事が今後本格

的に開始されます。

●工事の概要　滑走路２, ５００ｍ×４５m、
　　　　　　　着陸帯２, ６２０m×３００m等

　　　　　　　（いずれも日本海側へ５００m延長）

●事 業 主 体　国土交通省 中国地方整備局、大阪航空局
●工事の期間　工事着手後、概ね３年程度
■問い合わせ　地域政策課（２３－５２７３）

ＪＲ境線

至境港 至境港

至米子至米子

米子空港（美保飛行場）

県道米子境港線

5 0 0ｍ延長
新線路

ターミナルビル

中海

2, 0 0 0ｍ滑走路

駐車場

介護保険の各種申請が変更になります
　介護保険制度の改正に伴い、介護保険の各種申請が４月サービス利用分から次のとおり変更になりますのでご注意く
ださい。
高額介護サービス費の申請が簡素化されます
　これまでは、高額サービス費の対象となる月ごとに申請書の提出が必要でしたが、４月サービス利用分からは、一度
申請書を提出すれば、次月以降の利用月分の申請書の提出が不要になります。（ただし、平成18年 3月以前のサービス
利用分については、従来どおり月ごとの申請が必要ですのでご注意ください。）
住宅改修費支給の申請の事前審査制度が導入されます
　これまでは、住宅改修工事が終わった後に申請していただいていましたが、４月工事分から
は、事前に申請していただき、長寿社会課で審査を行なった後に着工していただくことになり
ます。
福祉用具購入費支給の申請に係る指定事業所制度が導入されます
　これまでは、介護保険で定める購入対象福祉用具であれば、購入された事業所等は問いませ
んでしたが、４月購入分からは、指定された事業所で購入された福祉用具でなければ、支給の
対象になりませんのでご注意ください。（指定事業所が確定するのは３月中旬の予定です。）
■問い合わせ　長寿社会課（２３－５１５５）

情報クローズアップ



情報クローズアップ

４月１日から「発泡スチロール等」
の収集方法が変わります

　「白色発泡スチロール・白色トレー」のみを収集し
ますので、分別の際にお間違えのないようにお願いし
ます。
　くわしくは、各戸にお配りしたチラシ、「米子市ホー
ムページ」、平成18年度ごみ分別カレンダー（３月中
旬頃配布予定）をご覧ください。
■問い合わせ　
環境政策課廃棄物対策係（２３－５３００）

淀江町クリーンセンターを閉鎖します
　平成 17年３月 31日の合併後、１年間限定で使用してい
る『淀江町クリーンセンター』を、３月31日（金）で閉
鎖します。４月１日（土）から可燃ごみの直接搬入は、『米
子市クリーンセンター』（河崎）だけとなりますのでご注意
ください。
　なお、搬入できる日時、可燃ごみの大きさや形状、手数
料などが異なりますので、事前に『ごみ分別収集カレンダー』
でご確認いただくか、『米子市クリーンセンター』までお問
い合わせください。
■問い合わせ　米子市クリーンセンター（３０－０２７０）

25日

（土）

午前10時～10時30分 オープニング（アトラクション）

10時30分～正午 男女共同参画しゃべり場

午後１時～５時 イベントいろいろ
（ニューヨーク訪問報告会、ジュニアダンス、太極拳等）

26日

（日）

午前10時～正午 フリーマーケット

正午～ イワシマンショー

午後１時30分～４時
今日から私はオードリー
いきいきメイク～女も男も素敵にいきていくために～

その他、パネル展示、お茶席、喫茶コーナー、各種無料相談コーナー、体験コーナーなど楽しい企画がたくさんあります。
■ところ　　　米子市男女共同参画センター、米子市民交流広場（米子駅前サティ４階）
■問い合わせ　男女共同参画センター（３１－１５９１）、男女共同参画推進室（２３－５４１８）

　あなたの資産の確認を　　～ 固定資産縦覧帳簿を縦覧できます ～ 
　平成18年度は、３年ごとの固定資産（土地、家屋）の評価替えの年度に当たり、価格を見直しています。固定資
産をお持ちの人、特に昨年中に土地や家屋を取得された人は、資産（課税台帳）の確認にお出かけください（４月中
旬には、お持ちの資産の内容を記載した「課税明細書」を郵送いたしますので、これにより資産をご確認いただくこ
ともできます。）。また、土地や家屋の所在、評価額等を記載した縦覧帳簿をご覧いただくこともできます。
■ 期間 　４月３日（月）～５月31日（水） 　（土・日・祝日を除く）
※課税台帳については、６月以降も有料で閲覧することができます。
■ 時間 　午前８時30分～午後５時
■ 場所 　課税課、淀江支所市民生活課
※課税の内容等についてのご確認は、課税課にお尋ねください。
■課税台帳を閲覧できる人
　米子市内に固定資産を所有している納税義務者とその代理人。土地や家屋を借りている人も、その土地や家屋の賃
貸借契約書等を提示することにより、課税台帳を閲覧することができます。なお、代理人の場合は委任状が必要です。
■縦覧帳簿を縦覧できる人
　米子市内に固定資産を所有している納税者（納税義務者のうち、納税対象となっている人）とその代理人。なお、
代理人の場合は委任状が必要です。
※閲覧、縦覧をされる人は、運転免許証や保険証など、本人であることを確認できるものをご持参ください。
■問い合わせ　 課税課（２３－５１１２・５１１６）

一人ひとりの出会いが大きなパワーへ
米子市男女共同参画 第２回センター交流まつり



　　

■問い合わせ　人権政策課（２３－５４１５）

　

す
ぐ
に
お
と
も
だ
ち
は
ゆ
る
し
て

く
れ
た
よ
。
だ
け
ど
わ
た
し
は
ち
ょ
っ

と
あ
と
ま
で
、
み
ん
な
が
ほ
ん
と
う

の
え
が
お
で
あ
そ
ぶ
に
は
ど
う
し
た

ら
い
い
の
か
、
か
ん
が
え
て
い
た
よ
。

　　
　

◆　
　
　

◆　
　
　

◆　
　
　

　

こ
の
作
文
は
、
平
成
17
年
度
の
米

子
市
人
権
作
文
・
標
語
集
「
よ
な
ご
」

第
二
十
七
集
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で

す
。

　

米
子
市
の
各
学
校
で
は
、
だ
れ
も

が
相
手
を
思
い
や
り
、
と
も
に
生
き

て
い
く
仲
間
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と

を
小
学
校
低
学
年
の
と
き
か
ら
学
習

し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
差
別
解

消
に
向
け
て
行
動
し
て
い
け
る
力
を

一
人
ひ
と
り
が
つ
け
て
い
く
学
習
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
、
あ
な
た
自
身
は
ど
う
で
し
ょ

う
か
？
自
分
自
身
を
見
つ
め
る
時
間

を
少
し
だ
け
持
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

み
ん
な
が
自
分
ら
し
く
、
仲
良
く

暮
ら
し
て
い
け
る
社
会
を
作
っ
て
い

く
う
え
で
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が

主
役
な
の
で
す
か
ら
。

■
問
い
合
わ
せ

人
権
政
策
課（

23
―
５
２
５
２
）

棟方志功作
道祖土頌 花降の柵 1952年（昭和 27年）
財団法人日本民藝館蔵

　

せ
ん
せ
い
、
あ
の
ね
。
お
と
と
い
み
ん

な
と
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
を
し
て
あ
そ
ん
だ

よ
。
男
の
子
の
と
も
だ
ち
も
女
の
子
の

と
も
だ
ち
も
、
い
っ
ぱ
い
い
っ
ぱ
い
あ
そ

ん
だ
よ
。
み
ん
な
と
あ
そ
ん
で
、
と
て
も

た
の
し
か
っ
た
し
、
と
て
も
う
れ
し
か
っ

た
よ
。

　

で
も
ね
、
ち
ょ
っ
と
「
ご
め
ん
ね
。」

を
し
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
が
あ
っ
た

ん
だ
よ
。
た
の
し
く
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
を

し
て
い
た
ん
だ
け
ど
、
ち
ょ
う
き
ゅ
う

け
い
の
お
わ
り
の
音
が
な
っ
て
ね
、
み

ん
な
が
か
え
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
よ
。

「
あ
ー
、
た
の
し
か
っ
た
ね
。」

っ
て
い
い
な
が
ら
、
き
ょ
う
し
つ
に
か

え
っ
て
き
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
。

　

そ
の
あ
と
な
き
な
が
ら
ボ
ー
ル
を

も
っ
て
き
ょ
う
し
つ
へ
か
え
っ
て
き
た

お
と
も
だ
ち
を
見
て
、
は
っ
と
し
た
よ
。

わ
た
し
は
ボ
ー
ル
の
あ
と
か
た
づ
け
の

こ
と
、
ち
っ
と
も
か
ん
が
え
ん
か
っ
た
。

わ
た
し
は
ね
、
す
ぐ
お
と
も
だ
ち
の
と

こ
ろ
に
い
っ
て
ね
、
い
っ
た
よ
。

「
か
た
づ
け
せ
ん
か
っ
た
よ
。
ご
め
ん
ね
。

あ
り
が
と
う
。
ご
め
ん
ね
。」

お
と
も
だ
ち
と
あ
そ
ん
だ
よ

　
　
　
　

箕
蚊
屋
小
学
校　

一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　

や
ま
だ　

み
ほ

　当初、「歎
たんにきょうはんがさくびょうぶ

異経版画柵屏風」という形で棟方が師と仰ぐ思想家・柳
やなぎ

宗
むねよし

悦
に捧げた作品でしたが、後に陶芸家・濱

はまだ

田庄
しょうじ

司を讃える４幅の軸に仕立て
られ、現在の作品名へと改題されました。作品名にある「道祖土」は濱田
が住んでいた栃木県芳賀郡益子町の小字名です。
　ともすれば衝突してしまう強烈な個性を持った柳と棟方との間に入り、
細やかに心配りをしてくれた濱田は、棟方にとって無くてはならない大切
な存在でした。本作には常に尊敬と感謝の念を抱いていた濱田への思いが、
作品名となって表れているのです。
　棟方の彩色を施した板画作品には、墨一色の作品とは別の華やいだ魅力
があります。特に棟方は紙の裏から色を染み込ませる「裏彩色」という方
法を用いることで、板画同様に偶然性に依存した部分を残し、板画家の仕
事としての一貫性を持たせています。棟方は柔らかな色の効果を楽しみ、
そして私たちの目をも楽しませてくれているのです。

■問い合わせ　米子市美術館（３４―２４２４）
　URL　http://www.yonago-city.jp/bunka/museum.htm

道
さ や ど

祖土頌
しょう

 花
はなふり

降の柵
さく

　－棟
む な か た

方志
し こ う

功－



●
市
内
の
山
陰
合
同
銀
行
、鳥
取
銀
行
、

　

米
子
信
用
金
庫
、
島
根
銀
行
、
中
国

　

労
働
金
庫
の
各
本
支
店

掛

金　

１
口
１
０
０
０
円

口

数　

１
人
３
口
ま
で

共
済
期
間　

平
成
18
年
４
月
１
日
〜

　
　
　
　
　

平
成
19
年
３
月
31
日

共
済
金
（
保
障
）

交
通
事
故
に
よ
っ
て
生
じ
た
死
亡
、
入

院
、
通
院
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
共
済

金
が
支
払
わ
れ
ま
す
。（
１
口
当
た
り
）

●
死
亡　

１
０
０
万
円

●
入
院
１
日
に
つ
き
２
０
０
０
円

●
通
院
１
日
に
つ
き
１
０
０
０
円

問
い
合
わ
せ

市
民
参
画
課（

23
―
５
３
７
１
）

人
工
透
析
療
法
を
受
け
て
い
る
人
の
通

院
費
の
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す

対

象

市
内
に
住
所
が
あ
り
、
通
院
で
人
工
透
析

治
療
を
受
け
、
前
年
度
の
市
県
民
税
所
得

割
が
非
課
税
世
帯
で
あ
る
世
帯
の
人

助
成
内
容

人
工
透
析
療
法
の
通
院
に
要
す
る
交

通
費
（
上
限 

月
額
2
0
0
0
円
）

申
請
時
期　

４
月
〜
９
月
分
…
９
月
末
、

　
　
　
　
　

10
月
〜
３
月
分
…
３
月
末

問
い
合
わ
せ

保
険
課（

23
―
５
１
２
３
）

ご
注
意
く
だ
さ
い 

野
ね
ず
み
の
駆
除

　

農
作
物
に
被
害
を
与
え
る
野
ね
ず
み

を
駆
除
す
る
た
め
、
３
月
上
旬
に
各
農

家
が
市
内
（
淀
江
地
区
は
除
く
。）
の

田
畑
に
毒
餌
を
ま
か
れ
ま
す
。

　

お
子
さ
ん
や
ペ
ッ
ト
、
家
畜
が
誤
っ

て
口
に
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

薬
品
名
・
毒
餌
の
形
状
（
２
種
類
）

●
メ
リ
ー
ネ
コ
り
ん
化
亜
鉛
（
普
通
物
）

　

和
紙
に
包
ま
れ
た
黒
い
だ
円
形

●
ダ
イ
フ
ァ
シ
ン
系
粒
剤
「
ヤ
ソ
ヂ
オ

　

ン
」（
劇
物
）

　

小
袋
に
入
っ
た
淡
褐
色
の
粒
剤

問
い
合
わ
せ

農
政
課（

23
―
５
２
２
１
）

非
常
勤
職
員
を
募
集
し
ま
す

募
集
職
種
・
人
員

ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
転
手
・
１
人

職
務
内
容

淀
江
小
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
運
転
、
管
理

業
務

応
募
資
格

昭
和
16
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た

人
で
、
大
型
自
動
車
運
転
免
許
証
を
有

す
る
人

試
験
日
・
科
目　

19
日
㈰
・
作
文
、
面
接

採
用
予
定
日　

平
成
18
年
４
月
１
日

申
込
受
付
期
間　

１
日
㈬
〜
14
日
㈫

※
指
定
の
受
験
申
込
書
を
教
育
委
員
会

　

淀
江
分
室
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

受
験
申
込
書
の
請
求
、
問
い
合
わ
せ

教
育
委
員
会
淀
江
分
室

（

56
―
３
６
６
６
）

少
年
剣
道
・
柔
道
教
室
の
新
入
生
募
集

　

米
子
市
剣
道
連
盟
、
米
子
市
柔
道
連

盟
の
会
員
が
指
導
し
ま
す
。

●
剣
道

募
集
人
数　

30
人（
満
5
歳
〜
中
学
３
年
）

指
導
日

毎
週
木
曜
日
午
後
５
時
30
分
〜
７
時
、

毎
週
土
曜
日
午
後
１
時
45
分
〜
３
時
、

第
２
・
４
金
曜
日
午
後
６
時
15
分
〜
８

時
15
分
（
中
学
生
の
み
）

●
柔
道

募
集
人
数　

15
人
（
小
学
１
〜
６
年
）

指
導
日

毎
週
火･木
曜
日
午
後
５
時
15
分
〜
７
時

15
分
、
毎
週
土
曜
日
午
後
４
時
〜
６
時

と
こ
ろ　

米
子
市
営
武
道
館

申
込
方
法

武
道
館
に
あ
る
申
込
書
で
申
込
ん
で
く

だ
さ
い
。（
随
時
受
付
・
見
学
可
）

問
い
合
わ
せ　

米
子
市
営
武
道
館

（

32
―
０
０
５
５
・
糀
町
１
丁
目

２
０
２
番
地
）

人
権
・
行
政
相
談

　

人
権
擁
護
委
員
と
行
政
相
談
委
員
が

相
談
に
応
じ
ま
す
。（
予
約
不
要
）

と　

き　

７
日
㈫
、
17
日
㈮
、
27
日
㈪
、

４
月
４
日
㈫　

 （
午
後
１
時
〜
４
時
）

と
こ
ろ　

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

（
米
子
駅
前
サ
テ
ィ
４
階
）、
淀
江
老
人

福
祉
セ
ン
タ
ー
（
17
日
㈮
の
み
）

※
４
月
か
ら
は
、
会
場
が
男
女
共
同
参

　

画
セ
ン
タ
ー
の
み
と
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

市
民
参
画
課（

23―

５
３
７
２
）

家
族
そ
ろ
っ
て
ご
加
入
を

米
子
市
交
通
災
害
共
済

平
成
18
年
度
の
「
米
子
市
交
通
災
害
共

済
」
の
加
入
受
付
を
行
い
ま
す
。

加
入
申
込
先

●
淀
江
支
所
･
住
所
地
の
公
民
館
（
淀
江

公
民
館
、宇
田
川・大
和
分
館
を
除
く
）

※
受
付
日
時
等
に
つ
い
て
は
、
お
配

り
し
た
申
込
受
付
日
時
一
覧
表
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。



募
集
人
員　

25
人

（
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
）

受
講
料　

無
料

※
15
日
㈬
午
前
８
時
30
分
か
ら
電
話

　

で
の
受
付
け
を
開
始
し
ま
す
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ

市
民
参
画
課（

23
―
５
３
７
４
）

陶
芸
・
木
彫
講
座

　

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
ふ
れ
あ
い
の

里
内
）
と
老
人
趣
味
の
作
業
所
（
皆
生

老
人
憩
の
家
に
併
設
）
で
、
陶
芸
・
木

彫
講
座
の
受
講
生
を
募
集
し
ま
す
。

対
象
者

市
内
に
お
住
ま
い
の
60
歳
以
上
の
人
。

た
だ
し
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
２

年
間
の
受
講
が
可
能
で
未
経
験
の
人
に

限
り
ま
す
。

募
集
人
数　

●
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー　

各
15
人
程
度

●
老
人
趣
味
の
作
業
所　

各
10
人
程
度

※
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選

受
講
料　

無
料（
材
料
代
等
の
実
費
必
用
）

申
込
期
限　

３
月
17
日
㈮

応
募
方
法

郵
便
は
が
き
（
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
宛

は
往
復
は
が
き
）
に
、
希
望
講
座
名
・

住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・
年
齢
・

電
話
番
号
を
明
記
の
う
え
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

申
込
先

＊
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

〒
６
８
３
―
０
８
１
１

錦
町
１
丁
目
１
３
９
―
３

＊
老
人
趣
味
の
作
業
所

〒
６
８
３
―
８
６
８
６

加
茂
町
１
―
１　

長
寿
社
会
課
内

老
人
趣
味
の
作
業
所
係

問
い
合
わ
せ

長
寿
社
会
課（

23
―
５
１
３
１
）

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー（

23
―
５
４
６
５
）

手
話
奉
仕
員
養
成
講
習
会
・
実
践
手
話

研
修
会
を
開
催
し
ま
す

●
手
話
奉
仕
員
養
成
講
習
会

　
（
入
門
課
程
・
基
礎
課
程
）

　

日
常
会
話
の
手
話
、
聴
覚
障
害
者
の

生
活
や
福
祉
制
度
を
学
び
ま
す
。

日

程　

・
入
門
課
程
…
４
月
〜
９
月

　
　
　
　
　
　
（
金
曜
日　

全
23
回
）

・
基
礎
課
程
…
９
月
〜
３
月

　
　
　
　
　
　
（
金
曜
日　

全
26
回
）

申
込
期
限

・
入
門
課
程
…
３
月
27
日
㈪

・
基
礎
課
程
…
９
月
８
日
㈮

●
実
践
手
話
研
修
会
（
基
本
課
程
）

　

聴
覚
障
害
者
と
会
話
が
で
き
る
人
を

対
象
と
し
て
、
さ
ら
に
技
術
を
高
め
ま

す
。

日

程　

４
月
〜
11
月

　
　
　
　
（
金
曜
日　

全
23
回
）

申
込
期
限　

４
月
３
日
㈪

■
と
き　

い
ず
れ
も
午
後
７
時
〜
９
時

※
初
回
は
午
後
６
時
30
分
〜
９
時

■
と
こ
ろ　

ふ
れ
あ
い
の
里

■
問
い
合
わ
せ

福
祉
課（

23
―
５
1
5
3
、
F
A
X

23
―
5
３
９
３
）
ま
た
は
、

鳥
取
県
ろ
う
あ
団
体
連
合
会
西
部
支
部

（
F
A
X
専
用
35
―
3
0
7
3
）

※
住
所
・
氏
名
・
F
A
X
番
号
を
明

記
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
い
日
程
、

受
講
料
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

市
民
農
園
の
入
園
者
を
募
集
し
ま
す

　

自
然
に
ふ
れ
あ
い
、
野
菜
や
花
な
ど

を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

と
こ
ろ　

日
原
農
園

空
き
区
画
数　

９
区
画

（
１
区
画
あ
た
り
約
30
㎡
）

※
前
年
度
入
園
者
を
優
先
し
ま
す
。

貸
付
け
期
間

貸
付
決
定
日
〜
平
成
19
年
２
月
28
日

利
用
料　

年
間
２
６
０
０
円

募
集
期
間　

４
月
３
日
㈪
〜
10
日
㈪

※
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ

農
政
課（

23
―
５
２
２
１
）

３
月
１
日
〜
７
日
は
「
春
季
全
国
火
災
予
防
運
動
」
で
す
。
『
あ
な
た
で
す 

火
の
あ
る
く
ら
し
の 

見
は
り
役
』

水
泳
教
室
の
生
徒
を
募
集
し
ま
す

教
室
期
間

●
前
半　

４
月
２
日
㈰
〜
６
月
18
日
㈰

●
後
半　

６
月
25
日
㈰
〜
９
月
16
日
㈯

※
３
か
月
間
を
１
課
程
と
し
て
、
前
・
後

半
の
２
課
程
を
同
時
に
募
集
し
ま
す
。

料

金　

１
課
程
（
３
か
月
分
）

　

幼
児（
４
〜
６
歳
児
） 
２
８
９
０
円
、

　

小
学
生　
３
５
２
０
円
、

　

成
人　
７
１
８
０
円

と
こ
ろ　

東
山
水
泳
場

受
付
・
抽
選
日　

25
日
㈯
・
26
日
㈰

※
教
室
に
よ
っ
て
、
受
付
日
、
時
間
が

　

異
な
り
ま
す
。
く
わ
し
く
は
３
月

　

２
日
㈭
か
ら
水
泳
場
窓
口
で
配
布
す

　

る
募
集
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

東
山
水
泳
場（

32
―
３
０
３
１
）

中
国
語
入
門
講
座

　

初
心
者
の
た
め
の
「
中
国
語
入
門
講

座
」
を
開
催
し
ま
す
。
中
国
語
の
研
修

を
通
じ
て
、
中
国
の
文
化
に
触
れ
て
み

ま
せ
ん
か
。

と

き　

４
月
11
日
㈫
〜
８
月
１
日
㈫

　
　
　
　

午
後
３
時
〜
４
時

（
原
則
と
し
て
毎
週
火
曜
日
、
全
15
回
）

と
こ
ろ　

市
役
所
４
０
２
会
議
室
ほ
か

講

師　

米
子
市
国
際
交
流
員

　
　
　
　

朱ヂ
ュ　

遠
ユ
ェ
ン
モ
ン萌



中海の写真を募集 !
　「とりもどそう ! 美しい中海」をスローガンに、
中海とその周辺の自然環境、中海と人のふれあ
いを表現した写真を募集します。
■応募規定　
白黒またはカラープリントで、四つ切りまたは
ワイド四つ切り。（必ず中海を撮影、縦横不問、
未発表のものに限ります）
※【一般の部】と【中学生の部】で募集します。
　なお、【中学生の部】に限り、１点のみ環境
　政策課でプリントします。
■応募期限　５月８日（月）
■応募方法　環境政策課にお問い合わせください
※それぞれの部で、最優秀賞・１点、優秀賞・２点、
　入選・適宜。応募者全員に記念品を贈呈します。
　作品は児童文化センター等に展示予定。
■応募・問い合わせ
　環境政策課（２３－５２５６)

※家賃月額は、新年度の予定額ですので、変更となる場合があります。
■入居者の資格
●市内に住所または勤務場所があり、独立の生計を営んでいる人。
●現在一緒に住んでいるか、または住もうとしている親族（事実上
婚姻関係と同様の事情にある人や婚約者を含む）がある人（単身
向住宅を除く）。ただし、50歳以上の人等は、単身でのお申込み
が可能です。
●世帯の収入が公営住宅法に定める収入基準に合うこと。
●現に、住宅に困窮していることが明らかな人。
■老人等向住宅・母子世帯等優先入居
60歳以上の人、心身障がい者、母子世帯等については、優先入居
（応募者が複数の場合は公開抽選となります）の制度があります。
それぞれ条件がありますので、詳しくは、お問い合わせください。
■車いす対応住宅
車椅子を常時使用される人がおられる世帯が対象となります。
※次回の市営住宅入居者募集の期間は４月３日～ 11日の予定です。
※先月募集から、ＤＶ被害者の人も単身でのお申込みが可能とな
りました。４月募集からは、単身でお申込み可能な年齢（現行は
50歳以上）が変わります。詳しくは建築課へお尋ねください。

住宅名 所在地
空家番号

構造 部屋数 家賃月額
（※予定）

建築
年度棟 号

河 崎
住 宅 河 崎

48R1 103 中層耐火
４階建 3K 11,100

  ～18,500 S48（単身向・老人等優先入居）

49R2 305 中層耐火
４階建 3K 11,700

  ～19,400 S49

青 木
住 宅 永 江 51R1 405 中層耐火

4階建 3DK 13,000
  ～21,600 S55

上福原
住 宅

皆 生
温 泉
4丁目

56R1 302 中層耐火
5階建 3DK 16,700

  ～27,700 S56（母子世帯等優先入居）

56R2 201 中層耐火
5階建 3DK 16,700

  ～27,700 S56

富 益
住 宅 大 崎 57R2 401 中層耐火

4階建 3DK 16,700
  ～27,700 S57

冨士見町
住 宅

冨 士
見 町

－ 102 高層耐火
8階建 2LDK 20,000  ～33,100 H2（車いす対応住宅）

米子市営住宅入居者を募集します

■陰田町 特定公共賃貸住宅

■ 市 営 住 宅

平成 17年度　【一般の部】
最優秀賞　渡

わたなべ

部俊
としひこ

彦さんの作品

住宅名 所在地 空家
戸数 構造 部屋数 家賃月額

陰田町
住宅 陰田町 １ 高層耐火

8階建 3LDK 69,000

■入居者の資格
●現在一緒に住んでいるか、または住もうとして
　いる親族（事実上婚姻関係と同様の事情にある
　人や婚約者を含む）がある人。
●世帯の収入が特定優良賃貸住宅の供給の促進
　に関する法律施行規則に定める収入基準に合う
　こと。（月額 200,000円以上 601,000円以下）

２００６米子桜まつり開催
　米子の桜の名所、湊山公園（桜の園周辺）で大小約130
個のボンボリを点灯します。
■とき　４月１日（土）～12日（水）午後６時30分～10時30分
■イベント　４月８日（土）　素人のど自慢大会、歌謡ショー
　　　　　　（ゲスト：長谷川 真吾）、淀江さんこ節など　

　湊山公園自由広場から中海・新加茂川沿いの彫刻ロードなど、
約４kmを歩きます。参加費無料。
■と き　　４月８日（土）午前10時～正午（少雨決行）　
　　　　　　※受付時間　午前９時30分～50分
■受付場所　湊山公園 自由広場
■申込方法　氏名・住所・参加人数・連絡先を、電話または
　　　　　　Fax で３月28日（火）までにお申込み下さい。
■申込・問い合わせ
米子市観光協会（☎３７－２３１１、Fax ３７－２３７７）
米子市観光案内所（☎２２－６３１７、Fax ３４－２９８１）
米子市観光協会ホームページで、桜の開花情報も発信 !

■申込受付期間・場所
１日㈬～９日㈭　ただし、土・日を除く。
建築課（本庁舎２階）、淀江支所地域整備課
■申込に必要な書類
住宅申込書、収入に関する証明書、住民票
（世帯全員のもの）等。＜住宅申込書などは
建築課、淀江支所地域整備課にあります＞
■入居選考方法
15日（水）公開抽選により選考します。
■入居可能予定日　４月１日（土）
■問い合わせ　建築課（☎２３－５２６３）

第3回 桜ウォーク 参加者募集中！



チャレンジショップ「しょいや！」
参加者募集中

　商売を始めてみようとする人が商売の経験を積みノウハ
ウを習得するための仮店舗「チャレンジショップしょいや！」
を本通り商店街に開設しています。
　現在、参加者を募集中です。希望される人や興味のある
人は、お問い合わせください。
■問い合わせ
　米子商工会議所振興課（２２－５１３１）
　市役所商工課（２３－５２１７）

「米子ユースオーケストラ演奏会」

　米子市出身で日本の音楽教育の多大な貢献者、故鷲
見三郎氏の功績を顕彰するため、地元の青少年を中心に
オーケストラを組織し演奏会を行います。
　若い奏者のさわやかな演奏をぜひお聴きください。
■と き　26日（日）午後２時～３時30分
■ところ　米子市文化ホール　メインホール
■入場料　無料（整理券を発行します）
■整理券取扱所　文化ホール・米子高島屋・米子しんま
　　　　　　　　ち天満屋・ホープタウンほか
◆問い合わせ
米子市文化ホール（３５－４１７１）

鷲見三郎顕彰事業

消防に関する各種手続きの場所が変わります
  冨士見町の米子消防署は、３月末から平成19年３月末ま
での間、消防庁舎の改築工事を行います。
　これまで消防署で行っていた各種相談・証明・届出・申
請などは、工事の間、消防局（両三柳）で受け付けします。
消防局２階の事務室にお越しください。
◆消防局の所在地・電話番号　
　両三柳５４５２番地・３９－０２５１
■問い合わせ　消防局総務課（３５－１９５１）
　　　　　　　市役所総務課（２３－５３３８）

「稲村なおこ＆村尾義晴童謡コンサート」
米子市文化ホール童謡をうたう会特別講座

　一緒に懐かしい歌や思い出の歌を思い切り熱唱しま
しょう。入場無料。

■講 師　稲
いなむら

村なおこさん（童謡歌手）　
　　　　　村

むらお

尾　義
よしはる

晴さん（作曲家 /米子市在住）
■と き　12日（日）　午後２時～３時30分
■ところ　米子市文化ホール　メインホール

チャレンジショップしょいや！の概要
店舗の広さ　　１区画あたりおよそ 17㎡～ 27㎡
費用（月額）　 参加料 4,100円～ 6,200円及び光熱水費
入 店 期 間　　６か月間。さらに６か月間まで延長可能。
開 店 時 間　　午前10時～午後７時　毎週木曜日定休

淀江地区ケーブルテレビ整備事業
合同説明会のお知らせ

　自治会での説明会に参加できなかった世帯や企業、商
店を対象に事業の合同説明会を行います。
■と き　16日（木）午後７時30分～９時
■ところ　淀江支所　２階　大会議室
■問い合わせ　淀江支所振興課（５６－３１１２）

本通り商店街アーケード

高校生ショップエデン国道９号線方面

米子駅方面しょいや！ 本 通 り
休 憩 所

「米子市緑の基本計画」をご存知ですか
　「緑の基本計画」は、中長期的な観点に立って策定する
米子市の緑地の保全と緑化推進に関する基本計画で、「郷
土の緑と水を守り育てるまち米子」の実現を目指し、平成
32年を目標年次として、市民の皆さんと協働で策定した
ものです。この計画を３月１日から市役所で閲覧すること
ができます。なお、新・米子市における「緑の基本計画」は、
今後策定し、お知らせする予定です。
■閲覧場所・問い合わせ
都市整備課（２３－５２４５）

体力づくり歩け歩け大会
■と き　12日（日）午前８時30分
■ところ　米子市役所集合
■行き先…錦海八景めぐり
　　　　　（湊山公園、錦海団地ほか・行程約７㎞）
※正午解散予定　
■問い合わせ　体育課（２３―５４２６）



■問い合わせ　健康対策課（ 23－5452～5454）

麻しん、風しんの予防接種の
対象が変わります

麻しん
（単独ワクチン）

１回接種 
１歳～ ７歳６か月未満

風しん
（単独ワクチン）

１回接種 
１歳～ ７歳６か月未満

麻しん風しん
混合ワクチン
（ＭＲ）
２回接種

　１期　１歳から２歳未満
　２期　小学校就学前の年度

（年長さん）

現 行
平成18年３月31日まで

改正後
平成18年４月１日から

　麻しん、風しんの予防接種の対象は現在７歳６か月未満となっ
ていますが、予防接種法施行令の改正により、平成18年４月１日
から下の表のとおり変更となります。
　１歳～７歳６か月未満でまだ接種を受けていない人は、平成18
年 3月末までに、麻しん及び風しんの予防接種をすませましょう。
　ただし、麻しん及び風しん予防接種ともに未接種の人で、新制
度に該当する人は、4月 1日以降に混合ワクチンを接種すること
をお勧めします。
　なお、７歳６か月未満で、３月31日までに
麻しんまたは風しんのいずれかの予防接種が
受けられなかった人で、接種を希望される場
合は、健康対策課にご連絡ください。

■平成18年３月31日までに、麻しんまたは風しん予防接種（麻し
んまたは風しんの単独ワクチン）のいずれかを受けた人は、〔新
制度〕麻しん風しん混合ワクチンの接種対象者となりません。
■２期の対象者については、当面の間、新制度での混合ワクチン
接種者、または平成18年３月31日までに麻しん、風しんの予防
接種をいずれも受けてない人に限るとされています。

麻しん、風しんの予防接種はおすみですか？

　生まれ月ごとに毎月実施します。受けられなかっ
た場合は、次月以降に受けてください。
■ところ　保健センター（「ふれあいの里」３階）
■受　付　午後１時～２時
　　　　　（接種は午後１時15分から）
■その他　母子健康手帳、予診票をお持ちください。
　　　　　（母子健康手帳がないと受けられません）
　　　　　「予防接種と子どもの健康」の冊子を読
　　　　　んできてください。

■生後３か月で接種します。
■生後６か月未満で接種を受けていない人も受けて
　ください。
■ツベルクリン（結核に感染しているかどうかの検
　査）はなくなりました。

対　象　児 １回目 ２回目

H17年４月生 １回目の接種を
受けていない人
は、下記の日程
で１回目、２回
目を受けてくだ
さい。

３月９日（木）

H17年５月生 ４月12日（水）

H17年６月生 ５月24日（水）

H17年７月生 ３月10日（金） ６月14日（水）

H17年８月生 ４月26日（水） ６月28日（水）

■７歳６か月未満で接種を受けていない人も受けて
　ください。
■６週間以上の間隔をおいて２回飲みます。
   （間隔は６週間以上であれば、いくら長くてもか
　まいません）

対　象　児 B　C　G
H17年11月23日～12月８日生 ３月８日（水）
H17年12月９日～12月22日生 ３月22日（水）
H17年12月23日～Ｈ18年１月13日生 ４月13日（木）

お子さんの予防接種

結核予防接種（ＢＣＧ）

ポリオ（小児まひ）予防接種

み 
ん 
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◆特に記載のないものは参加自由・無料
　です。入館料が必要な場合もあります
　ので各施設までお問い合わせください。 　　　　　　　　　

■問い合わせ　健康対策課（23－5452～5454）

※（　）内は15名以上の団体、70歳
以上の人、障がいのある人と付添いの
人の料金。米子市内の小、中、高等学
校の事前申込の団体鑑賞は無料。

山陰歴史館
22－7161

「民話のへや」
（共催・ほうき民話の会）
19日（日）午後１時30分～２時10分・
山陰歴史館２階「いろりの間」・昔話
４話（湖山長者、餅争い、剣先さん、
粟島の八百比丘尼）・
民具ひとくち解説
■開館時間
午前９時30分～
午後６時
■今月の休館日　
22日、毎週火曜日

◆翌月上旬までの催しを掲載しています。

平成18年度 犬の登録と狂犬病予防注射
月 日 場 所 時 間

４月18日
（火）

尚 徳 公 民 館 午前９時30分～９時55分
成 実 公 民 館 午前10時10分～10時50分
五 千 石 公 民 館 午後１時30分～２時30分
永 江 公 民 館 午後２時45分～３時10分

４月19日
（水）

加 茂 公 民 館 午前９時～９時50分
住 吉 公 民 館 午前10時10分～11時10分
三 本 松 ２ 区 公 民 館 午後１時30分～１時50分
河 崎 公 民 館 午後２時10分～２時50分

４月20日
（木）

県 公 民 館 午前９時30分～10時35分
大 高 公 民 館 午前10時50分～11時25分
春 日 公 民 館 午後１時30分～２時20分
巌 公 民 館 午後２時40分～３時10分

４月21日
（金）

米 子 市 淀 江 支 所 午前９時20分～10時10分
淀 江 公 民 館 午前10時30分～11時30分
宇 田 川 分 館 午後１時30分～２時10分
大 和 分 館 午後２時30分～３時30分

４月22日（土） 米 子 市 役 所 午後１時～２時

４月24日
（月）

和 田 公 民 館 午前９時30分～10時25分
大 篠 津 公 民 館 午前10時40分～11時15分
彦 名 公 民 館 午後１時30分～２時40分
崎 津 公 民 館 午後３時00分～３時50分

４月25日
（火）

福 米 東 公 民 館 午前９時30分～10時40分
福 米 西 公 民 館 午前10時55分～11時45分
福 生 西 公 民 館 午後１時20分～２時
福 生 東 公 民 館 午後２時20分～３時15分
皆 生 浄 化 セ ン タ ー 午後３時30分～３時50分

４月26日
（水）

義 方 公 民 館 午前９時～10時10分
車 尾 公 民 館 午前10時40分～11時40分
富 益 公 民 館 午後１時30分～２時30分
夜 見 公 民 館 午後２時50分～３時40分

４月27日
（木）

市 民 体 育 館 前 午前10時～11時
錦 海 団 地 集 会 所 午後１時20分～１時50分
就 将 公 民 館 午後２時05分～２時35分
啓 成 公 民 館 午後２時50分～３時45分

■料 金：登録料3,000円（登録は１回のみ）、予防注射2,400円、予防注射済票550円
■ご注意
①生後３か月以上の犬を飼っている人は、登録と年１回の
　予防注射をすることが法律により義務付けられています。
②すでに登録されている人は犬の登録証を必ずご持参ください。
③犬に首輪を必ずつけ、犬の制御ができる人が連れてきてください。
　注射する際には、飼い主に犬を押さえていただきます。
④犬の状態（興奮、暴れるなど）によって予防注射ができない場合もあります。
⑤動物病院でも同じ料金で予防注射ができます。その場合は、獣医師が発行した
　証明書を持って、健康対策課（「ふれあいの里」３階）で注射済票の交付を受
　けてください。

生活習慣病予防教室のご案内
27 日（月）

午後 1時 30分
　　～ 3時 30分

「春だ！さあ始めよう、生活習慣病予防」
～基本はやっぱり運動と食事～
　鳥取大学医学部病態運動学　助教授　加

かとう

藤敏
としあき

明さん
　健康対策課　管理栄養士　岩

いわさか

坂美
み わ

和　

■ところ　「ふれあいの里」1階大会議室
※午後１時から受付開始。駐車場が大変混み合いますので自家用車での
　ご来場はなるべくご遠慮ください。
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介護予防キャラバン
のご案内

■と き　12日（日）
◆午前９時30分～
　講演：上手に使おう介護保険
　　　　～新しい介護保険制度の
　　　　　導入について～
　講師：鳥取県福祉保健部　
　　　　長寿社会課
　　　　課長　三

みよし

好　圭
けい

さん
◆午後１時～
　介護予防スクリーニング体験
　（握力測定・バランスチェックな
　どを行います）
　※対象･･･ 60歳以上の人
　※申込みが必要です。
　※定員･･･ 50人程度。
■ところ　
「ふれあいの里」　１階大会議室
■申込・問い合わせ
ゆうとぴあ リハビリテーション科
（２４－５６６６）



図書室より

児童文化センター
34－5455

解説員が優しく語りかける「冬の星空と
星座物語」をどうぞお楽しみください。
・プラネタリウム上映時刻　　　

平   日 土・日・祝日
－ 午前10時45分
－ 午前11時45分

午後 2時 午後 2時
午後 3時 午後 3時
－ 午後 4時

・観覧料金
　小中学生５０円、大人２１０円、
　幼児無料（保護者同伴のこと）
・土曜日は小中学生無料
・団体の電話予約可
天体観測会「早春の星空観察」
25日（土）午後７時30分、雨天翌日。
12日から電話受付開始

えほんとわらべうた
１日、８日、15日、29日（水）午前
10時30分～11時「０歳児とその保
護者対象」、11時10分～11時40分
「１歳以上児とその保護者対象」
おはなしのへや　
（共催・朗読ボランティア火曜の会）
12日（日）午前11時～11時30分『お
ひさまぽかぽか』ほか、午後２時30
分～３時10分『さんりんしゃにのって』
など、ブラックライト紙芝居や絵本の
読み聞かせなど
子どもの本をたのしむ会
13日（月）午後２時～４時・
テーマ「上野紀子さんの本」
大人が楽しむおはなし会
15日（水）午後２時～４時・大人対象・
ストーリーテリングや、絵本の読み聞
かせなど
だくちるおはなし会
25日（土）午後２時15分～３時15分
『ゆきんこ』ほか、おはなしや絵本、

手遊びなど・幼児～大人対象。

木のおもちゃ初心者の日
15日（水）午前10時～12時・組み木
パズルを作ります。材料代１人４００
円・大人対象・３日から電話受付開始
クラブ活動発表会
19日（日）午後２時～４時・コンベ
ンションセンター小ホール・米子市少
年少女合唱団の定期演奏会に、リコー
ダークラブが友情参加します。

日本の古典を楽しもう
25日（土）午前10時～正午・落語クラ
ブ、たのしい箏

こと

クラブ、仲良しお茶ク
ラブの合同発表会です。
自由工作コーナー
毎日午前９時30分～午後５時。18日
（土）からは「かざぐるまづくり」。他
にもいろいろなものを作ることができ
ます。無料
■開館時間　午前９時30分～午後５時
■電話受付　午前８時30分～午後５時
■今月の休館日　22日、23日、毎週
火曜日　（21日（火）は開館します）

米子水鳥公園
24－6139

自然観察会
「コハクチョウの北帰行を見送ろう！」
11日（土）午前７時～午前８時30分・
申込不要、参加無料・集合：水鳥公園
ネイチャーセンター
自然観察会
「バスでオシドリを見に行こう！」
12日（日）午前３時～午後６時・先着
25人・要予約、参加無料・集合：水
鳥公園ネイチャーセンター
手作り自然教室「DONDON昇る鳥
のおもちゃをつくろう！」
19日（日）午前10時～正午・小学生
以上先着20人・要予約・材料費100円・
会場：水鳥公園ネイチャーセンター

■開館時間　
平日・午前８時30分～午後５時30分、
土・日・祝日・午前７時～午後５時30分。
■今月の休園日　毎週火曜日

市立図書館
22－2612

木曜おはなし会（協力：ほしのぎんか）
毎週木曜日・午前10時40分～11時
30分・親子読書コーナー・紙芝居、絵本
の読み聞かせ、手あそび、パネルシアター
つつじ読書会
４月１日（土）午後２時・特設文庫室・
塩
しおの

野七
ななみ

生著「ローマ人の物語14（後半）」
ビジネス支援事業
「経営実務スクール　融資の受けかた
－お金の借り方・返し方ー」・８日（水）
午後６時15分、「起業セミナー　起業
融資相談会」９日（木）午後６時15分・
大会議室
伯耆文化研究会
研究発表①「民謡貝がら節と奄美諸鈍
芝居のお囃子言葉について」･･･濱

は ま だ

田
誠
せい じ

二さん、研究発表②「米子市におけ
るＣＶＳ（コンビニエンスストア）の
進出と分布」･･･篠

し の だ

田建
けんぞう

三さん・11日
（土）午後１時30分・大会議室
■開館時間
平日・午前９時～午後６時、
土・日・祝日・午前９時～午後５時
■今月の休館日　31日、毎週月曜日

米子市美術館
34－2424

～平成17年度米子市美術館特別展～
新米子市誕生記念・日本海新聞発刊30
周年記念・日本民藝館設立70周年記念
　「棟

むなかた

方志
しこ う

功展　
　　　民藝の巨匠たちとの出会い」
期間　　19日（日）まで
観覧料　一般 1000円（800円）、
　　　　高校・大学生600円（400円）、
　　　　小・中学生 300円（200円）

その他館内より

プラネタリウム室より

クラブ室より



　

　米子城二の丸跡（現在、市営湊山庭球場となっている場所）
の南東側に、米子市で唯一の武家屋敷の建物である小原家長屋
門があります。小原家は、鳥取藩の米子城預かりであった主席
家老、荒尾氏の家臣でした。小原家の屋敷は西町にありましたが、
長屋門は昭和 28 年（１９５３年）に米子市に寄贈され、米子城跡
の現在の地に移築保存されました。以後、昭和 59 年（１９８４年）
までの約 30 年間、米子市立山陰歴史館として利用されていまし
た。
　長屋門とは家臣などを住まわせるため、武家屋敷の前面に長
屋を設け、その一部を開けて門とした建物です。この長屋門は
桁行２０．３８ｍ、梁間４．０３ｍ、木造瓦葺平屋建て入母屋造
りで、入り口正面向かって右側に一室、左側に二室あります。
左側奥の部屋には、物置用に造られたと思われる屋根裏の中二
階があります。窓の部分は出窓づくりの古い造りが残されてい
ます。
　近世の城下町米子をしのばせる貴重な建造物です。
　　　　　　　　■問い合わせ　文化課（２３－５４３７）

水鳥公園からのたより

コハクチョウの北帰行

■編集発行／米子市企画部市民参画課／〒 683-8686 米子市加茂町１－１／２３－５３７２
Ｅメール kouhou@yonago-city.jp　■毎月１日発行　■印刷／㈲米子プリント社

　米子水鳥公園では、毎年２月中旬ごろからコハクチョウの北帰行が始まります。米子水鳥公園をねぐらとするコハクチョ

ウは、通常は南側へ飛び去ります。これは、島根県安来市の水田地帯に食物を探しにいくためです。ところが、３月上旬

になると、真北や北東へ飛び去るものが見られます。水鳥公園では、これらのコハクチョウたちは繁殖地へ向けて旅立っ

たと判断し、「北帰行」と呼んでいます。

　水鳥公園を飛び立ったコハクチョウは、どのような道筋をたどって繁殖地へと移動するのでしょうか。そこで、米子水

鳥公園は、山階鳥類研究所と共同で 1994 年と 1997 年にコハクチョウ数羽に電波発信機を装着し、北帰行のルート解明

の調査を行いました。その結果、米子を飛び立ったコハクチョウは、青森県など東北地方を経由してロシアへ向かうものと、

真北へ進んで日本海を縦断し、ロシアへと渡るものがいることが分かりました。これまでは、コハクチョウは日本列島沿

いに北上することが定説だったのですが、日本海を渡ってロシアへと渡るコハクチョウの存在は、私たちを驚かせました。

米子からロシアのウラジオストク近郊までの直線距離 900kmを、13時間で移動していたのです。

　この真北ルートのコハクチョウは、94年、97 年どちらの

調査でも確認され、偶然ではないことが確認できました。日

本海を縦断したコハクチョウは、更に北上してロシアと中国

の国境付近の豆満江、ロシアのハンカ湖、中国の三江平原を

経由し、ロシアのアムール河河口まで移動しました。

　国境にとらわれず、自由に世界を旅しているコハクチョウ。

そのことを想いながらコハクチョウの旅立ちを観察すると、

とても感慨深いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　水鳥公園指導員　桐原　佳介

新米子の文化財
小
お は ら

原家
け

長
ながやもん

屋門（市指定有形文化財）

米子市循環バス（だんだんバス）
「大学病院前」バス停から徒歩５分
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